
平成 13年 2月 17 日

知立市では、生涯学習に係る活動を実践する場を市
内全域に提供し、市民一人ひとりが生涯学習に意欲
を高め学習活動への参加を促し「生きがいふれあい 
発見 知立の生涯学習」の理念に基づき、一層の生
涯学習推進を図ることを目的としています。

【基本目標】
１．一人ひとりが自分自身の将来像（マイライフプ

ラン）をもち、その実現にむかって自ら選択し
取組むことのできる「生涯学習のまち」づくり
をすすめる。

２．少子高齢化が進む中で、市民としての連帯意識
に立った活力ある地域・まちづくりをすすめる。

３．学校週五日制が実施されることを踏まえ、子ど
も達が地域社会でのびのびと活動でき、人々が
ふれあう交流のまちづくりをすすめる。

４．技術の進歩、情報化の進展など、複雑化・多様
化する社会において、現代的な問題に対応する
学習活動を生涯通 じて展開する。

５．いつでも・どこでも・だれでもが生涯にわたり
学習でき、その学習成果が適正に評価され、地
域においても活かされる学習社をめざす。

平成 30年３月 26日条例第 19号

私たちのまち知立市は、いにしえからの豊かな歴史
と文化を築き育む風土を大切に受け継いできました。
在原業平や松尾芭蕉が歌に詠み、尾形光琳が描いた
燕子花図屏風で知られる八橋のかきつばた。歌川広重
が描いた馬市の名残を残す東海道の松並木。明治神宮
から御下賜された知立公園の花しょうぶ。そして、ユ
ネスコ無形文化遺産に登録された知立祭りの山車文楽
とからくり。これらは知立市の宝であり、先人たちが
大切に守り育ててきた文化芸術活動のたまものです。
これら受け継がれてきた文化芸術と、新たに生まれ
る文化芸術が混ざり合い、私たちのまちは形作られて
います。
文化芸術を自由に創造し、享受することは、人々の
生活に楽しみや潤い、精神的な豊かさや活力をもたら
すとともに、人々をつなげ、連携させる力があります。
この文化芸術の持つ力は、産業、観光、教育、福祉の発展、
コミュニティづくり、多文化共生の促進など幅広い分
野において重要な役割を担うものであり、住みよく活
力あるまちづくりのためになくてはならないものです。
私たちは、文化芸術の価値を認識し、様々な文化芸
術を受け継ぎ、発展させるとともに、新たな文化芸術
の創造と普及を総合的かつ計画的に進めることによ
り、一人ひとりが文化芸術とともに生きる豊かな地域
社会の形成を目指し、ここに条例を制定します。

（目的）
第１条　この条例は、文化芸術に関する施策に関し、

その基本理念を定め、並びに市民、文化芸
術団体、学校及び事業者（以下「市民等」と
いう。）並びに市の役割を明らかにするとと
もに、文化芸術に関する施策の基本となる事
項を定めることにより、文化芸術に関する施
策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって
心豊かな市民生活と活力ある地域社会の実現
に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）　文化芸術　文化芸術基本法（平成 13 年法

律第 148 号。以下「法」という。）第８条
から第 13 条までに規定する振興その他の
施策の対象となる文化芸術その他これら
に類するものをいう。

【知立市文化協会設立趣意書】

（…略）私共は次のような観点から知立市文化協会を設立したいと念願いたしており
ます。
ご承知のように今日迄知立に文化施設がないために文化的活動に参加する機会も少

なく、他市に比較いたしまして著しい格差がある残念な状態にあります。
市制の発足により、文化施設の設定は全市民のご期待でもあり、当然市の要件でも
あります。現に市民センター、図書館、また郷土の文化保護のため郷土資料館等も総
合計画の途上にあります。
私共は市民の皆さんと共にこれらの完成の促進に協力するとともに、更にそれらの

場を得て美術・文芸・趣味・芸能・社会文化の各部門の質と水準の向上につとめ、又
その目的達成のための企画を必要とするものと考えております。又、文化財の保護に
ありましても当局や所有者の責任は勿論でありますが、市民のひとりひとりがその保
護の重要性を認識しなければ万全を期することは困難であります。
郷土の文化財がどのような意義をもつものであるかを知り、正しい理解を深めねば

なりません。このように文化財を通じて私達の過去に生きた「人と物」とのつながり
を知り、又現代における文化の向上発展につとめ、更に私達を通じて未来の子らにも
このような「こころ」を伝える壮大な流れを強く認識する時、全市民を一丸とした文
化団体の必要性を痛感するのであります。即ち、知立市文化協会設立の意義であり、
且つ趣旨となるわけでございます。十分いいつくし得ませんが、どうかご理解頂きま
して、よろしくご後援下さいますようご挨拶申し上げる次第でございます。                              
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